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緊急時の連絡体制              

 

重大交通事故、異常気象、地震、崩落災害及びバスジャック等運行上に異常状態が発生

した場合は、下記連絡体制図に基づき速やかに関係箇所（機関）に報告すること。 

 

1. 乗客の安全確保及びに救護実施並びに被害拡大防止 

2. 緊急時に応じて初動連絡（警察・消防・営業所または本社） 

3. 状況の把握を確認後に適正判断及び指示 

4. 運行管理者、安全統括管理者への報告と指示受領 

5. 関係先に連絡 

 

 



 

 


